
こんなときは… 

会社を退職して求職中。会社から独立して自営業者になった。 

会社員と結婚したので、私は退職し、配偶者の扶養に入った。 

会社を退職し自宅で手伝いをしていたが、会社員と結婚し、配偶者の 
扶養に入った。 

会社員である配偶者の扶養に入っていたが、自分も会社勤務することになった。 

《第２号被保険者から第１号被保険者へ変更》の届出 
市役所市民生活課、または 
　総合センター総合調整課 

市役所市民生活課、または 
　総合センター総合調整課 

配偶者のお勤めの会社 

ご本人がお勤めの会社 

配偶者の扶養に入っていたが、配偶者が会社を退職した。配偶者の 
扶養に入っていたが、配偶者が会社から独立して自営業者になった。 

《第３号被保険者から第１号被保険者へ変更》の届出 

《第２号被保険者から第３号被保険者へ変更》の届出 

《第３号被保険者から第２号被保険者へ変更》の届出 

求職中だったが、会社に就職した。 
短期アルバイトだったがフルタイム雇用になった。 

《第１号被保険者から第２号被保険者へ変更》の届出 
※ただし、１号喪失という形となるので、市役所窓口、又は総合センターにも１号喪失 
　の届出をお願いします。 

学生、自営業者が２０歳になった。 《第１号被保険者に加入》 

会社員が２０歳になった。 
《第２号被保険者に加入》 
※既に会社から厚生年金保険等の資格取得届を提出されているので国民年金 
　の届出は不要です。 

《第１号被保険者から第３号被保険者へ変更》の届出 

こんな届出を… 届出先 
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◎
読
売
新
聞
社
　
第
34
回
医
療
功
労
賞
受
賞

陶
山
　
吉
朗
さ
ん
（
三
刀
屋
町
三
刀
屋
）

多
年
に
わ
た
り
地
域
医
療
の
推
進
に
努
め
、

ま
た
平
成
記
念
病
院
の
開
院
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
梅
里
苑
の
開
設
な
ど
保
健
・
医
療
・
福

祉
の
連
携
と
向
上
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

◎
第
13
回
し
ま
ね
景
観
賞
奨
励
賞
受
賞

斐
伊
川
水
辺
の
楽
校

雲
南
市

島
根
の
魅
力
あ
る
景
観
と
し
て
、
斐
伊
川
の

水
辺
の
楽
校
（
木
次
町
地
内
）
が
選
定
さ
れ
、

奨
励
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

◎
退
任
人
権
擁
護
委
員
法
務
大
臣
感
謝
状

松
田
昭
義
さ
ん
（
大
東
町
仁
和
寺
）

勝
部
　
昇
さ
ん
（
吉
田
町
深
野
）

市
民
部
税
務
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
４

軽
自
動
車
税
は
、４
月
１
日
現
在
の
軽
自
動
車
、

二
輪
車
な
ど
の
所
有
者
に
課
さ
れ
る
税
で
す
。

軽
自
動
車
、
二
輪
車
な
ど
が
不
要
に
な
っ
た
り

譲
渡
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
手
続
を
し
な
い
ま
ま
４

月
１
日
を
経
過
し
た
場
合
、
前
年
度
に
引
き
続
き

軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
３
月
中
の
手

続
を
お
奨
め
し
ま
す
。

手
続
の
取
扱
窓
口
は
車
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

市
役
所
税
務
課
・
各
総
合
セ
ン
タ
ー

島
根
県
軽
自
動
車
協
会
（
松
江
市
馬
潟
町
）

０
８
５
２
・
３
７
・
０
０
４
６

中
国
運
輸
局
島
根
陸
運
支
局
（
松
江
市
馬
潟
町
）

０
５
０
・
５
５
４
０
・
２
０
７
１

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

日
本
国
内
に
居
住
の
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

方
は
国
民
年
金
制
度
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
加
入
の
種
別
は
次
の
３
つ
に
分
か
れ

て
お
り
、
種
別
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
学
生
、
自
営
業
者
等

（
国
民
年
金
第
２
号
被
保
険
者
、
第
３
号
被
保

険
者
に
該
当
し
な
い
方
）

◆
会
社
員
、
公
務
員
等

（
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
年
金
保
険
等
被
用
者

年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
）

◆
会
社
員
等
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

（
国
民
年
金
第
２
号
被
保
険
者
で
あ
る
夫
、
又

は
妻
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
）

※
65
歳
以
上
の
厚
生
年
金
保
険
等
の
加
入
者
で

老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
権
者
は
国
民
年
金

第
２
号
被
保
険
者
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

そ
の
被
扶
養
配
偶
者
は
第
１
号
被
保
険
者
と

な
り
ま
す
。

市
民
部
管
理
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
５

雲
南
市
で
は
、
事
務
処
理
の
見
直
し
に
よ
り
、

毎
月
発
行
し
て
い
ま
し
た
市
税
・
使
用
料
（
保
育

料
、
住
宅
使
用
料
、
学
校
給
食
費
）
な
ど
の
口
座

振
替
納
付
明
細
書
・
振
替
済
通
知
書
の
発
行
を
平

成
18
年
度
か
ら
廃
止
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
今
後
の
納
付
（
口
座
振
替
）
情
報

は
、
預
金
通
帳
の
記
帳
内
容
に
て
確
認
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
し
ま
す
。

《
市
県
民
税
等
や
国
民
健
康
保
険
料
の
通
知
》

①
口
座
振
替
の
明
細
及
び
振
替
済
の
通
知
は
い

た
し
ま
せ
ん
。

②
振
替
予
定
額
は
、
左
の
表
の
最
初
の
納
期

（
◎
印
）
に
通
知
し
ま
す
。

③
口
座
振
替
の
結
果
は
、
通
帳
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

《
水
道
料
の
通
知
》

①
検
針
日
に
、
お
知
ら
せ
票
に
て
通
知
し
ま
す
。

②
希
望
さ
れ
る
方
に
は
振
替
済
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
雲
南
市
水
道
局
　
　
０
８
５
４
・

４
２
・
５
３
２
２
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

《
下
水
道
使
用
料
の
通
知
》

①
下
水
道
使
用
料
を
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
る

方
は
、
毎
月
使
用
料
の
通
知
に
合
わ
せ
振
替

額
及
び
振
替
済
額
を
通
知
し
ま
す
。

②
こ
の
通
知
が
必
要
な
い
場
合
は
、
建
設
部
下

水
道
課
　
　
０
８
５
４
・
４
２
・
３
４
７
１

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
は
、
市
民
部
管
理
課
ま
で
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
部
管
理
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
５

住
民
税
、
固
定
資
産
税
を
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ

て
い
る
方
で
、
納
付
方
法
を
全
期
前
納
の
一
括
納
付

か
ら
年
4
回
の
期
別
納
付
に
変
更
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
そ
の
旨
を
記
載
し
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
３
月
中
、
住
民
税
に
つ

い
て
は
４
月
末
ま
で
の
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。前

年
は
、
前
納
報
償
金
が
廃
止
さ
れ
た
年
で
あ
っ

た
た
め
、
該
当
の
方
に
「
全
期
前
納
納
付
か
ら
期
別

納
付
へ
の
変
更
届
書
」
を
送
付
し
、
こ
れ
を
受
付
け

て
い
ま
し
た
が
、
本
年
は
こ
の
取
扱
は
い
た
し
ま
せ

ん
の
で
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
窓
口
】
…
市
内
金
融
機
関

な
お
、
用
紙
は
市
内
金
融
機
関
、
市
役
所
管
理
課
、

各
統
合
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

市
民
部
市
民
生
活
課

０
８
５
４
・
４
０
・
１
０
３
１

安
心
し
て
子
供
を
生
み
育
て
る
子
育
て
支
援
の

充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
雲
南
市
で
は
平
成
18
年

４
月
１
日
よ
り
乳
幼
児
等
医
療
費
の
単
独
助
成
を

お
こ
な
い
ま
す
。

医
療
費
自
己
負
担
の
限
度
額
が
次
の
よ
う
に
変

わ
り
ま
す
。（
１
か
月
　
１
医
療
機
関
あ
た
り
）

※
３
歳
未
満
児
に
つ
い
て
は
、現
行
制
度
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
平
成
18
年
4
月
1
日
以
降
の
受
診
か
ら
適
用
に

な
り
ま
す
。

■
雲
南
市
内
の
医
療
機
関
・
薬
局
等
を
受
診
さ
れ

た
場
合
に
限
り
、
窓
口
で
の
本
人
負
担
は
表
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。
雲
南
市
外
の
医
療
機
関
・
薬

局
等
を
受
診
さ
れ
た
場
合
は
、
現
行
制
度
の
と
お

り
窓
口
で
負
担
を
し
て
い
た
だ
き
、
雲
南
市
単
独

助
成
額
と
の
差
額
が
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て

払
い
戻
し
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

但
し
、
慢
性
呼
吸
器
疾
患
等
11
疾
患
群
に
か
か

る
入
院
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
通
り
、
直
接
各

総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま
た
は
市
役
所
市
民

生
活
課
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

■
所
得
制
限
（
児
童
手
当
特
例
給
付
の
基
準
額
に

準
ず
る
）
を
超
え
た
方
に
つ
い
て
は
、
雲
南
市
内

市
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
機
関
等
・
薬
局
の
窓

口
で
は
、
現
行
制
度
の
と
お
り
負
担
し
て
い
た
だ

き
、
雲
南
市
単
独
助
成
額
と
の
差
額
に
つ
い
て
は
、

あ
ら
た
め
て
払
い
戻
し
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

【
差
額
分
の
助
成
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
】

次
の
も
の
を
持
参
の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

必
要
な
書
類
／
領
収
書
、
乳
幼
児
医
療
証
、
加
入

健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
振
込
口
座

の
わ
か
る
も
の

申
請
場
所
／
各
総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
ま

た
は
市
役
所
市
民
生
活
課

125
cc
以
下
の
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車

126
cc
〜
250
cc
の
軽
二
輪
・
軽
自
動
車

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

国
民
年
金
第
2
号
被
保
険
者

国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者

251
cc
以
上
の
二
輪
小
型
自
動
車

軽
自
動
車
・
二
輪
車
の

異
動
手
続
は
お
早
め
に

口
座
振
替
納
付
明
細
書
・
振
替
済

通
知
書
の
廃
止
に
つ
い
て

住
民
税
、
固
定
資
産
税
の

納
付
方
法
を
変
更
希
望
さ
れ
る
方
へ

今
年
4
月
か
ら
雲
南
市
単
独
の
乳
幼
児

等
医
療
費
助
成
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

国
民
年
金
の
種
別
変
更
の
手
続
き
は

忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

●
市
報
う
ん
な
ん
２
月
号
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

16
Ｐ
、
雲
南
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
　
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
誤
）
主
催
　
雲
南
市
ま
ち
づ
く
り
会
議
、
共
催
　
地
域
委
員
会
・
雲
南
市

↓

（
正
）
主
催
　
雲
南
市
、
共
催
　
地
域
委
員
会
・
雲
南
市
ま
ち
づ
く
り
会
議

お詫びと訂
正

60
歳
を
超
え
た
方
、
あ
る
い
は
海
外
に
お
住
ま

い
の
日
本
人
の
方
な
ど
は
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
条
件
や
、

手
続
き
の
方
法
は
市
役
所
市
民
生
活
課
、
お

近
く
の
総
合
セ
ン
タ
ー
総
合
調
整
課
、
ま
た
は

社
会
保
険
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　 　 ◎ 　 ○ 　 ○ 　 　 ○  

　 ◎ 　 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○  

◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

◎  

国民健康 
保 険 料  

軽自動車税 

固定資産税 

市県民税 

月 

4
月 

5
月 

6
月 

1
月 

2
月 

3
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

11
月 

12

毎月の納期

現行制度 対象者 雲南市単独助成制度 
（H17.10～H18.3） （H18.4～） 

3歳以上 
小学校就学前児 

就学後20歳未満
児の慢性呼吸器
疾患等11疾患群
にかかる入院 

本人負担額／医療費の1割 
　　入院：1か月： 
（所得制限有り／児童手当特例給付の 
　基準額に準ずる） 

15,000円 

本人負担額／医療費の1割 
　　通院：1か月：   
　　入院：1か月： 

薬局等： 負担上限なし 
（所得制限有り／児童手当特例給付の 
　基準額に準ずる） 

8,000円 
15,000円 

本人負担額／医療費の1割 
　　入院：1か月：  
　　　　　　　　　（所得制限なし） 

2,000円 

本人負担額／医療費の1割 
　　通院：1か月：  
　　入院：1か月：  

薬局等： 本人負担なし 
　　　　　（所得制限なし） 

1,000円 
2,000円 （ （ 




